
広報　ひがしちちぶ １０

村政のここここ
　が聞きた
　　　い！

３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
幼
児
は

村
に
何
人
い
ま
す
か
。

３
歳
児
４
名
、
４
歳
児
７
名
、

５
歳
児
８
名
、
計
19
名
で
す
。

　　　　　　一般質問一般質問　― ２名の議員が一般質問 ―

　東秩父村のさまざまな課題等について、行政に考えを聞くのが一般質問。議員は政策提

言も含めて質問することができます。持ち時間は答弁も含めて６０分です。

　この議会だよりでは、議員本人が一般質問の一部を抜粋して執筆（要約）したものを掲

載しています。紙面の都合により議員の質問は言い切り型で表現しています。

問答

運営費の一般財源化で
　　　　　国の負担が不明瞭

保育行政について保育行政について

（1）運営費の国庫負担の変化と影響は

（2）保育料徴収の新規則の目的と利用

　　者の変化は

（3）村の保育所入所条件は

（4）管外保育とはどのような制度であ

　　るか

（5）設置基準に基づく人員配置及び設

　　備、並びに現状について

住民福祉課長

自由な財政運営が可能

入
所
に
お
け
る
認
定
は
新
し
い

試
み
と
思
い
ま
す
が
、
法
の
規

定
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
。

こ
ど
も
子
育
て
支
援
法
19
条
に

「
こ
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育

給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
に
対

し
、
そ
の
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
27
条
１
項
に
規
定
す
る
特

定
教
育
・
保
育
、
28
条
１
項
２

号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
保
育
、

問答

同
項
３
号
に
規
定
す
る
特
別
利

用
教
育
、
29
条
１
項
に
規
定
す

る
特
定
地
域
型
保
育
又
は
30
条

１
項
４
号
に
規
定
す
る
特
例
保

育
の
利
用
に
つ
い
て
行
う
」
と

定
め
ら
れ
て
い
て
１
号
～
３
号

認
定
ま
で
が
あ
り
ま
す
。

令
和
３
年
11
月
に
で
き
た
の
は
な

ぜ
で
す
か
。
平
成
27
年
４
月
か
ら

令
和
３
年
11
月
ま
で
は
ど
の
根
拠

に
基
づ
い
て
利
用
者
負
担
額
を
徴

収
し
て
い
ま
し
た
か
。

平
成
27
年
４
月
か
ら
令
和
３
年

10
月
ま
で
の
期
間
は
東
秩
父
村

保
育
所
利
用
者
負
担
金
基
準
表

を
も
と
に
利
用
者
負
担
額
を
徴

収
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
基
準

表
に
つ
き
ま
し
て
は
毎
年
度
更

新
を
行
い
、
そ
の
た
び
に
村
長

が
決
裁
を
行
い
設
定
し
た
も
の

で
す
。
本
来
で
あ
れ
ば
平
成
27

年
度
以
前
の
措
置
入
所
時
代
ま

た
は
利
用
者
が
入
所
先
を
選
択

で
き
る
制
度
改
正
時
か
ら
利
用

者
負
担
額
を
規
定
で
定
め
る
必

要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。

村
の
認
定
別
の
乳
幼
児
は
何
人

で
す
か
。
１
号
認
定
か
ら
３
号

認
定
ま
で
認
定
別
に
お
答
え
く

だ
さ
い
。

１
号
認
定
：
満
３
歳
以
上
の
小

学
校
就
学
前
こ
ど
も
で
保
育
を

必
要
と
す
る
事
由
に
非
該
当
の

者
４
名
。
２
号
認
定
：
満
３
歳

以
上
の
小
学
校
就
学
前
こ
ど
も

で
あ
っ
て
保
護
者
の
労
働
又
は

疾
病
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い

て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と

が
困
難
で
保
育
を
必
要
と
す
る

事
由
に
該
当
の
者
14
名
。
３
号

認
定
：
満
３
歳
未
満
の
小
学
校

就
学
前
こ
ど
も
で
あ
っ
て
前
号

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に

よ
り
家
庭
に
お
い
て
必
要
な
保

育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
保

育
を
必
要
と
す
る
事
由
に
該
当

の
者
５
名
で
す
。

問答利
用
者
負
担
額
を
決
め
る
規
定
が

問

答

栗島廣行栗島廣行 議員


